
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
提
出

質

問

第

八

一

号

外
務
省
に
お
け
る
特
命
全
権
大
使
の
役
割
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
に
お
け
る
特
命
全
権
大
使
の
役
割
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
七
二
号
）
及
び
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
〇
三
号
）
を

踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

外
務
省
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
に
つ
き
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
国
際
テ
ロ
対
策
担

当
・
北
朝
鮮
核
問
題
（
廃
棄
・
検
証
）
担
当
、
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
担
当
、
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
協
議
、

調
整
等
担
当
、
科
学
技
術
協
力
担
当
、
国
際
貿
易
・
経
済
担
当
、
地
球
環
境
問
題
担
当
、
第
四
回
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
担

当
、
沖
縄
担
当
、
関
西
担
当
の
九
つ
の
担
当
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
、
右
に
何
ら
か
の
変
化
は
生
じ
て
い
る
か
。

二

過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
一
で
挙
げ
た
九
つ
の
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
に
つ
き
、
整
理
・
廃
止
の
検
討
対
象
と
な
っ
て

い
る
特
命
全
権
大
使
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
「
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九

十
四
号
）
第
四
条
に
掲
げ
る
所
掌
事
務
を
行
う
上
で
重
要
な
任
務
を
担
わ
せ
て
き
て
お
り
、
外
務
省
と
し
て
、
現
時
点
に
お

い
て
、
御
指
摘
の
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
の
任
命
に
つ
い
て
、
整
理
又
は
廃
止
の
検
討
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
な

く
、
ま
た
、
整
理
又
は
廃
止
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
と
し
て

も
、
前
政
権
に
お
け
る
右
の
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

一



三

過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
一
の
九
つ
の
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
の
内
、
例
え
ば
科
学
技
術
協
力
担
当
大
使
と
文
部
科
学

省
、
国
際
貿
易
・
経
済
担
当
大
使
と
経
済
産
業
省
及
び
財
務
省
、
地
球
環
境
問
題
担
当
大
使
と
環
境
省
と
の
役
割
等
に
つ

き
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
重
複
ま
た
は
類
似
し
、
行
政
上
無
駄
な
コ

ス
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
か
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
「
御
指
摘
の
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使

に
つ
い
て
は
、
各
省
と
案
件
ご
と
に
必
要
な
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
外
務
省
と
し
て
、
行
政
上
無
駄
な
コ
ス
ト
は
生
じ
て
い

な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
と
し
て
も
、
前
政
権
に
お
け
る
右
の
認
識
に
変

わ
り
は
な
い
か
。

四

「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、
昭
和
五
十
五
年
に
設
置
さ
れ
、
平
成
十
年
に
廃
止
さ
れ
た
「
北
海
道
大
使
」
に
つ
い
て
、

「
昭
和
五
十
五
年
か
ら
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
北
海
道
担
当
に
任
命
し
、
北
海
道
民
の
政
財
界
、
報
道
関
係
者
及
び
北

海
道
民
の
国
際
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
る
た
め
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
き
た
が
、
北
海
道
だ
け
で
は
な
く
国
内
の
都
道

府
県
を
対
象
に
我
が
国
の
外
交
政
策
及
び
国
際
情
勢
に
関
す
る
国
内
広
報
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
平

成
十
年
に
北
海
道
担
当
を
廃
止
し
た
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
受
け
、
過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
例
え
ば
北

方
領
土
に
最
も
隣
接
し
、
北
方
領
土
問
題
の
原
点
の
地
と
も
言
え
る
北
海
道
を
担
当
す
る
特
命
全
権
大
使
を
廃
止
す
る
一
方

二



で
、
北
方
領
土
問
題
や
米
軍
基
地
問
題
等
と
直
接
の
関
わ
り
合
い
も
な
く
、
同
類
の
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
な

い
大
阪
・
関
西
地
方
に
特
命
全
権
大
使
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
は
、
論
理
的
整
合
性
が
な
く
、
行
財
政
改
革
の
観
点
か
ら
も

整
理
・
廃
止
を
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
三
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
。
関
西
大
使
の
役
割
に
つ
い
て
は
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
「
昭
和
五
十
六
年
か
ら
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
大
阪
担
当

（
平
成
十
七
年
十
一
月
に
関
西
担
当
に
名
称
変
更
）
に
任
命
し
、
関
西
方
面
に
お
け
る
外
国
公
館
、
地
方
公
共
団
体
等
の
関

係
者
と
の
連
絡
、
関
西
方
面
に
お
け
る
国
賓
、
公
賓
、
そ
の
他
外
国
要
人
の
接
遇
等
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。
」
と
の

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
業
務
に
、
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
充
て
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
沖
縄
大
使
に
も

言
え
る
こ
と
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
特
命
全
権
大
使
を
充
て
る
の
で
は
な
く
、
関
西
事
務
所
、
沖
縄
事
務
所
と
い
っ
た
形
で
そ
の

事
務
を
行
う
部
署
を
設
け
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
の
か
。
鳩
山
内
閣
と
し
て
、
右
に
つ
き
ど
の
様
な
認
識
を
有
し
て
い
る

か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、
沖
縄
大
使
の
役
割
に
つ
い
て
「
平
成
九
年
か
ら
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
沖
縄
担
当
に
任

命
し
、
沖
縄
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
に
か
か
わ
る
事
項
等
に
つ
い
て
の

沖
縄
県
民
の
意
見
及
び
要
望
を
聴
取
し
、
こ
れ
を
外
務
省
本
省
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
合
衆
国
軍
隊
等
と
の

三



連
絡
・
調
整
を
行
う
等
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問

題
に
つ
い
て
、
我
が
国
国
内
に
お
い
て
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
解
決
の
目
処
が
立
っ
て
い
な
い
が
、
現
在
の
沖
縄
大
使
は
、

十
分
に
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
い
る
か
。
鳩
山
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


